
大田原市告示第８０号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、告示事

項変更届出書が提出されたので、同条第１０条の規程により告示する。 

 

令和６年３月２５日 

 

大田原市長 相 馬 憲 一 

 

 

１ 地縁団体の名称 

  北区自治会 

２ 変更のあった事項及びその内容 

  区域 

   大田原市親園２６０番地から１００７番地の区域及び親園２６６６番地から３６３

２番地の区域（但し３４８５番地、３５１７番地から３５２１番地、３５２６番地

、３５２７番地を除く）、実取６２番地の区域、花園１番地３７３の区域、荻野目

５４番地６から５７番地１２１の区域及び浅香５丁目３７６６番地１の区域、浅香

５丁目３７７１番地から３８０５番地の区域 

３ 変更の年月日 

  令和６年３月１３日 

４ 変更の理由 

  五本木地区住民の退会による区域の変更及び区域の一部追加 

 


